
JP 2015-524646 A5 2016.9.8

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成28年9月8日(2016.9.8)

【公表番号】特表2015-524646(P2015-524646A)
【公表日】平成27年8月24日(2015.8.24)
【年通号数】公開・登録公報2015-053
【出願番号】特願2015-522174(P2015-522174)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｇ  15/013    (2006.01)
   Ｆ１６Ｊ  15/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｇ   15/013    　　　　
   Ｆ１６Ｊ   15/06     　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月14日(2016.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力ケーブルのためのケーブルグランドであって、該ケーブルグランドはグランド内部に
配置可能なダイアフラムシール（１０１；２０１；３０１；４０１；５０１；６０１；７
０１；８０１）を含み、使用中に、電力ケーブルはダイアフラムシールを通して伸び、該
ダイアフラムシールはケーブルが通るために適当なスルーボアを画定する内側シール壁（
１０３；２０３；３０３；４０３；５０３；６０３；７０３；８０３）、グランド内に配
置可能な外側シール壁（１０５；２０５；３０５；４０５；５０５；６０５；７０５；８
０５）、および内側シール壁と外側シール壁の間に伸びるダイアフラム（１０７；２０７
；３０７；４０７；５０７；６０７；７０７；８０７）を含み、内側シール壁と外側シー
ル壁が略円柱状であり、グランドの長さ方向の中心線と同軸であり、外側シール壁は内側
シール壁より大きい直径を有し、一体化された複数のサポート部分（１２３；２２３；３
２３；４２３；５２３）が、ダイアフラムのケーブル出口側に軸の長さ方向の周囲に離隔
した一連のウェブ（１２５；２２５；３２５：４８１）の形でダイアフラムシールに提供
されるか、またはダイアフラムのケーブル出口側の長さ方向の軸の周囲に同軸に配置され
た一連の輪状のリブ（５８７）の形で提供される、ケーブルグランド。
【請求項２】
該一体化されたサポート部分が、ダイアフラムシールが爆発の力に抵抗することができる
ように構成される、請求項１記載のケーブルグランド。　
【請求項３】
該サポート部分が、ダイアフラムシールを通してケーブルを挿入する際に必要とされる力
を低減するために変形可能であり、該変形可能なサポート部分が、後方にケーブルを引く
ことによってダイアフラムシールのインバージョンを許容する、請求項１または２記載の
ケーブルグランド。
【請求項４】
内側シール壁がケーブルの周りをシールするように構成され、外側シール壁がグランドの
ボデイ内にダイアフラムシールを固定するように構成され、外側シール壁がグランド内の
ボア部分に受容され、軸方向にダイアフラムシールを配置し、外側シール壁およびボア部
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分に、１以上の協力構成物が提供され、軸方向にダイアフラムシールを配置し保持する、
請求項１から３のいずれか１項記載のケーブルグランド。
【請求項５】
内側シール壁が長さ方向の向きにシフトし、シールの片端において外側シール壁を越えて
伸び、ダイアフラムが、外側シール壁と内側シール壁の間に伸び、長さ方向の軸に対して
傾いていて、ダイアフラムは円錐台形状を形成し、円錐台形状がダイアフラムのケーブル
挿入またはエントリー側に漏斗状領域を提供し、実装の間、ケーブルの挿入を促進する、
請求項１から４のいずれか１項記載のケーブルグランド。
【請求項６】
ダイアフラムシールに離隔して盛り上がった一連の構成物（６８９）が提供され、ダイア
フラムシールを通してケーブルを挿入する間にケーブルとダイアフラムシールの間の摩擦
を減らし、構成物がダイアフラムシールの長さ方向に伸びている、請求項１から５のいず
れか１項記載のケーブルグランド。
【請求項７】
ウェブは内側シール壁、外側シール壁およびダイアフラムにより形成された開放キャビテ
ィ（１２１；２２１；３２１；４２１；５２１）に配置され、ウェブは内側シール壁およ
び／または外側シール壁および／またはダイアフラムに付けられる、請求項１から６のい
ずれか１項記載のケーブルグランド。
【請求項８】
ウエブが曲がっているか、まっすぐであるか、Ｕ字形である、請求項１から７のいずれか
１項記載のケーブルグランド。
【請求項９】
ウェブが円周方向で均一に離れて配置される、請求項１から８のいずれか１項記載のケー
ブルグランド。
【請求項１０】
ウェブが同じ方向へ曲がっているか、１以上のウェブは一方向へ曲がり１以上のウェブが
逆方向へ曲がっている、請求項８記載のケーブルグランド。
【請求項１１】
ウェブが内側シール壁の一部または全長にわたって伸び、外側シール壁の一部または全長
にわたって伸びる、請求項１から１０のいずれか１項記載のケーブルグランド。
【請求項１２】
いくつかまたはすべてのウエブが実質的に一定の壁厚を有するか、いくつかまたはすべて
のウエブが異なる壁厚を有する、請求項１から１１のいずれか１項記載のケーブルグラン
ド。
【請求項１３】
ダイアフラムが、加えられた爆発圧力下でインバージョンすることを防止するため、ダイ
アフラムのサポートとしてウエブまたはリブが作用し、リブがダイアフラムの変形を許容
してケーブルの挿入を補助して、ケーブルを抜き出す時には、ケーブルを後方に引いた時
にダイアフラムのインバージョンを許容し、ケーブルの抜き出しを補助する、請求項１か
ら１２のいずれか１項記載のケーブルグランド。
【請求項１４】
ダイアフラムシールには、外側シール壁上に結合されるか、またはマウントされた構成要
素が提供され、フレームパスに、その内部にダイアフラムシールが受容されるケーブルグ
ランドの一部の内部のセクションを提供する、請求項１から１３のいずれか１項記載のケ
ーブルグランド。
【請求項１５】
構成要素および内部のセクションは同様の形状を有する、請求項１４記載のケーブルグラ
ンド。
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